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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01・3785・1 吉田歯科医院 〒381-1231
長野市松代町松代１７３
番地

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第546号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

03・3732・9 とば歯科医院 〒386-1103
上田市神畑８４０－２

光学印象
　　　（光印象）第191号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

07・3031・7 栁澤歯科医院 〒382-0000
須坂市大字日滝字宮原８
５７ー４

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1140号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

08・3019・0 林歯科医院 〒384-0025
小諸市相生町３－４－１

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1339号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

15・3023・7 田中歯科医院 〒399-0731
塩尻市大門６番町３－２
５

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1340号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

18・3015・7 榑沼歯科医院 〒389-0802
千曲市大字内川字堀田久
保８０４ー１

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第712号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日

24・3068・4 矢ヶ﨑歯科医院 〒399-0421
上伊那郡辰野町大字辰野
２０２８

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1341号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日
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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

24・3714・3 鈴木歯科医院 〒399-0428
上伊那郡辰野町大字伊那
富字神田２６１０－９番
地

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1342号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第1153号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第1019号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第1062号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第1059号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第545号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第338号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第802号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第354号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
手術用顕微鏡加算
　　　（手顕微加）第164号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
口腔粘膜処置
　　　（口腔粘膜）第360号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第270号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第254号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第1141号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科技工加算１及び２
　　　（歯技工）第192号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯周組織再生誘導手術
　　　（ＧＴＲ）第259号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯根端切除手術の注３
　　　（根切顕微）第146号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
レーザー機器加算
　　　（手光機）第346号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1736号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第713号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 4月 1日

25・3720・7 小林歯科・矯正歯科ク
リニック

〒399-3103
下伊那郡高森町下市田２
９３４番地３０

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第1343号　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 5月 1日


